≪補助金交付申請書添付書類≫
Ⅰ　全申請者が共通に必要な添付書類

１　１年目の申請時のみ必要なもの
・償却資産申告書の写し

⇒　２年目以降も変更があれば、随時提出が必要です。

・機械装置の配置図（確定）　　指定申請書に添付したものから変更がない
・生産工程図（確定）　　　　　場合は、提出は不要です。
２　毎年度必要なもの

・法人税法申告書の写し

・法人税法別表１６（二）に係る資産台帳

⇒　固定資産減価償却内訳表のみでは不可

未だ決算期に至らず確定申告が成されていない場合は、理由書（市の指定様式があります）を提出

・月別生産状況報告書

⇒　市の指定様式に記入してください。

工場以外の場合は、業務状況を説明する書類（様式任意）を提出してください。

・市税の納税証明書（１月以降に発行されたもの）

※　課税免除と併せて申請を行う場合は、課税免除申請書に正本を添付し、補助金交付申請書にはコピーを添付してください。
・同意書　⇒　市の指定様式に記入してください。

・請求書兼領収書　⇒　別紙の記入例に従い、市の指定様式に記入してください。

（金額は記入しないでください）

Ⅱ　申請する補助金の種類に応じて必要な添付書類

	区　分
	必　　要　　書　　類
	備　　　　　　考

	土地取得助成
	市外からの進出
	・土地取得に係る請求書の写し

・代金の支払を証明できる書類（領収書、振込票控など）の写し
	

	
	市外からの進出以外
	・土地取得に係る請求書の写し

・代金の支払を証明できる書類（領収書、振込票控など）の写し
	

	
	
	・対象となる雇用者の住民票抄本

・労働者名簿の写し

・雇用保険被保険者証事業者控の写し

・【増設のとき】市内事業所のすべての雇用者数が確認できる書類（賃金台帳もしくは労働者名簿の写しなど）
	※　同時に雇用助成、設備投資資金助成を申請する場合には、合わせて１通で結構です。

	雇用助成
	・対象となる雇用者の住民票抄本

・労働者名簿の写し

・雇用保険被保険者証事業者控の写し

・【増設のとき】市内事業所のすべての雇用者数が確認できる書類（賃金台帳もしくは労働者名簿の写しなど）
	※　同時に土地取得助成、設備投資資金助成を申請する場合には、合わせて１通で結構です。

	緑化助成
	・緑化事業に係る請求書の写し

・代金の支払を証明できる書類（領収書、振込票控など）の写し
	

	設備投資

資金助成
	【共通の必要書類】

・建物、機械設備等の取得に係る請求書の写し

・代金の支払を証明できる書類（領収書、振込票控など）の写し
	

	
	【新設時の必要書類】

・対象となる雇用者の住民票抄本

・労働者名簿の写し

・雇用保険被保険者証事業者控の写し
	※　同時に土地取得助成、雇用助成を申請する場合には、合わせて１通で結構です。

	
	【8/100相当額補助金申請時の必要書類（増設）】
・対象となる雇用者の住民票抄本

・労働者名簿の写し

・雇用保険被保険者証事業者控の写し
・市内事業所のすべての雇用者数が確認できる書類（賃金台帳もしくは労働者名簿の写しなど）
	

	事業所
賃借料
助成
	・事業所の賃貸借契約書の写し

・事業所賃借料の請求書の写し

・事業所賃借料の支払を証明できる書類（領収書、振込票控など）の写し
	

	
	・対象となる雇用者の住民票抄本

・労働者名簿の写し

・雇用保険被保険者証事業者控の写し
	※　同時通信回線使用料助成を申請する場合には、合わせて１通で結構です。

	通信回線

使用料
助成
	・通信回線使用契約書の写し

・通信回線使用料の請求書の写し

・通信回線使用料の支払を証明できる書類（領収書、振込票控など）の写し
	

	
	・対象となる雇用者の住民票抄本

・労働者名簿の写し

・雇用保険被保険者証事業者控の写し
	※　事業所賃借料助成を申請する場合には、合わせて１通で結構です。


留意事項　指定様式以外の添付書類は、原則としてＡ－４縦としてください。

